
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

多々良川は、邑楽町内を流下し、多々良沼に流入して、その後、
矢場川に合流する延長約９．５ｋｍ、流域面積２１．４ｋｍ

２
の一級

河川である。
本計画区間は、断面狭小による流下能力不足により、過去に幾
度となく沿川地域で浸水被害が発生している。

このため、築堤と河道拡幅により洪水を安全に流下させ、地域
一帯の浸水被害の軽減を図ることを目的として事業を実施してい
るものである。
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第４号議案
社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川多々良川 邑楽町

着工年度

評価理由

平成１３年度

再評価後５年経過

事業費の増額
た たらがわ

事 業 場 所
おうらまちなかの おうらまちいしうち

邑楽町中野 ～ 邑楽町石打

区 分 前回評価時 今回

全 体 事 業 費 １，９００百万円 ３，０００百万円

全 体 事 業 費 増 減 の 理 由 －

・ 基礎杭の変更による増額

・ 県道橋迂回路の設置による増額

・ 橋梁形式の変更に伴う増額

事 業 期 間 Ｈ１３～Ｒ４ Ｈ１３～Ｒ８

事 業 内 容

改修延長 ２，９００ｍ

計画規模 １／２０

計画流量 ２０m3/s
（現況流下能力約７m3/s)

改修延長 ２，９００ｍ

計画規模 １／２０

計画流量 ２０m3/s
（現況流下能力約７m3/s)

堀
田
橋

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１３ 事業着手

Ｈ１７ 用地買収着手

Ｈ２０ 工事着手

Ｒ１ 大根橋下流まで完了

おうらまち

整備済区間改修延長 L=２，９００m



２．事業概要と進捗状況（図面・写真等）

改修延長L=２，９００m（整備済L=１，５００m）

道路橋１１橋（整備済５橋）

・県道橋２橋（整備済１橋）

・町道橋９橋（整備済４橋）

水路橋５橋（整備済２橋）

樋管１０基（整備済９基）

堰２基、揚水機場２基（未整備）
①整備済区間

①橋梁基礎工構造の変更
地質調査の結果、支持地盤が当初想定よりも深く、当初設計の基礎杭長では県道橋１橋、町道橋
５橋の構造の安全性が確保できないことが判明した。そのため、各橋梁の杭基礎を深くする必要が
生じたため、事業費が７．０億円増額することとなった。

②県道橋架け替えに伴う仮設橋の追加
県道赤岩足利線にかかる大根橋の架け替えについて、当初は県道の通行止めを計画していたが、
現在の交通量（５,７４１台日）を考慮すると、施工期間中における県道の通行止めは周辺道路への
影響が大きいことから、現道の通行を確保しながらの施工方法に変更する必要が生じたため、仮設
橋の設置が必要となり、事業費が３．５億円増額することとなった。
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統廃合結果
・道路橋１４橋→１１橋
・樋管２５基→１０基

整備済区間 L=１，５００m

計画延長 L=２，９００m
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県道赤岩足利線

令和元年台風第１９号浸水箇所
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支持地盤



３．事業の目的・必要性に変化はあるのか？

４．目的を達成するための事業（手段）は適切か？

費用便益分析

水害対策として、河道改修、調節池、放水路が考えられるが、沿川の地形や土地利用状況等を考慮すると、
工期やコスト面においても、現況の河川断面を拡幅する河道改修が最良の手段である。
下流の整備済み区間では、出水時において安全に洪水を流すことが可能となり、浸水被害を軽減している
ことから、引き続き上流部も河道改修を進めることが手段として適切である。

当該河川流域は、河道の流下能力不足により、沿川の社会福祉施設や農地、道路等において浸水被害が
頻発していることから、改修の必要性に変化はない。

前 回 （ Ｈ ２ ６ ） 再 評 価 時 今 回 再 評 価 時 備 考 便 益 説 明

算 出 根 拠 マ ニ ュ ア ル
治水経済調査マニュアル（案）

平成１７年４月

治水経済調査マニュアル（案）
令和２年４月

基 準 年 平成２６年 令和元年

区 分 項 目 現 在 価 値 構 成 比 現 在 価 値 構 成 比

費 用

( 千 円 )

工 事 費 ① 1,828,320 91.9% 3,611,510 93.8%

維 持 管 理 費 ② 161,290 8.1% 238,900 6.2%

費 用 合 計 ( C ) ： ① + ② 1,952,470 3,850,410

便 益

( 千 円 )

一般資産被害軽減
便益①

1,893,049 34.6% 3,549,725 43.4%

氾濫面積A=52.4ha

浸水家屋N=104戸

農作物被害軽減便
益②

66,416 1.2% 66,442 0.8%

公共土木施設等被
害軽減便益③

3,195,467 58.5% 3,920,953 47.9%

営業停止被害軽減
便益④

224,024 4.1% 494,841 6.0%

応急対策費用軽減
便益⑤

63,133 1.2% 131,161 1.6%

残存価値⑥ 22,680 0.4% 23,200 0.3%

便 益 合 計 ( B ) ： ① + ～ + ⑥ 5,464,770 8,186,322

費 用 対 効 果 分 析 ( B / C ) ２．８０ ２．１３

Ｈ１４.７月 浸水状況 Ｒ１.台風第19号 浸水状況

社会福祉施設周辺の浸水 道路冠水 田畑等の浸水

整備済区間（H26.6豪雨）

標準横断図

掘削

築堤

築堤

現況断面

計画断面
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５．事業が長期間要している理由は？

６．事業の対応方針は？

【 元々が長期計画 不測の事態により長期化 】

【元々が長期計画】
河川事業では、河道狭窄部のみを改修すると、その下流において、新たな氾濫を起こすおそれが生じ
るため、原則下流から改修していく必要がある。本河川においては、２，９００ｍにわたる大規模な河川改
修が必要であり、計画当初から長期計画となっている。

【不測の事態により長期化】
①橋梁基礎工構造の変更
地質調査の結果、当初想定より支持地盤が深いことが判明したことにより、県道橋１橋、町道橋５橋の
基礎工構造を一部変更する必要が生じたため、橋梁架設に３年多くの期間を要している。
②県道橋架け替えに伴う仮設橋追加
県道赤岩足利線にかかる大根橋の架け替えについて、現道通行を確保するため、仮設橋の設置が必
要となり、それに伴う借地や新たな物件補償等に関して、地権者と調整する必要が生じたため、県道橋
架け替えに１年多くの期間を要している。

以上の影響により、全体的な工程の遅延が想定され、事業完了は令和４年度から令和８年度となる見
込みである。

事業継続 ・ 事業中止

変更なし ・ 事業計画の変更 ・ スケジュールの変更

• 本事業は、河川改修によって多々良川沿川の浸水被害を軽減するための事業である。

• 下流部の１，５００ｍについては、河川断面が確保され、令和元年台風第１９号における出水でも被
害が発生しておらず、治水効果が発現しているため、引き続き上流部についても河川改修を行う必
要がある。

• 当該河川流域では、流下能力不足により、沿川の社会福祉施設や農地において浸水被害が発生
しており、今後も溢水による浸水被害が予想される。そのため、引き続き河川改修を促進させ、治水
安全度の向上を図る必要があり、事業継続が妥当である。

７．市町村意見

市町村 再評価における意見

邑楽町
• 多々良川の河川氾濫から人命と財産を守り、水害リスク
を軽減するため、引き続き早期整備に向けて事業を進め
ていただきたい。



１．計画の概要及び事業費

２．当初計画（事業費）を変更する理由

３．今回の変更計画の妥当性

４．事業費の縮減に向けた取組

橋梁基礎工構造の変更

地質調査の結果、支持地盤が想定よりも深いことが判明し、当初計画通りの基礎杭長では、支持
地盤まで基礎杭が到達せず、橋梁の構造の安全性が確保できないため、橋梁基礎工構造を変更
する必要が生じた。そのため、摩擦杭基礎や基礎地盤の改良等の複数の工法との比較検討を行っ
た結果、周辺地域に影響が少なく、コスト面で優位である支持地盤まで支持杭基礎を深くする工法
への変更を採用した。
県道橋架け替えに伴う仮設橋の追加

県道橋の架け替えについて、当初は県道の通行止めによる施工を計画していたが、現在の交通
量（５,７４１台日）を考慮すると、県道の通行止めにより、迂回路となる周辺の幅員狭小な町道等に
おける交通量が増加し、交通事故の危険性が高まることなどが懸念されることから、公安委員会や
町道管理者である邑楽町とも協議の結果、仮設橋を設置した上での現道の通行を確保しながらの
施工方法への変更を行うこととした。

（１）本工事費［＋１０．０億円］

• 地質調査の結果、支持地盤が当初想定よりも深く、当初設計の基礎杭長では県道橋１橋、町道
橋５橋の構造の安全性が確保できないことが判明し、各橋梁の杭基礎を深くする必要が生じた
ため、工事費が増額となった(Ｎ＝６橋 ７．０億円)

• 県道橋の架け替えについて、当初は県道の通行止めを計画していたが、現在の交通量（５,７４１
台日）を考慮すると、施工期間中における県道の通行止めは周辺道路への影響が大きいことか
ら、現道の通行を確保しながらの施工方法に変更する必要が生じたため、仮設橋の設置が必要
となり、工事費が増額となった(Ｎ＝１橋 ３．０億円)

（２）用地補償費［＋１．０億円］
• 事業着手から10年以上が経過しており、土地単価や補償単価が変化していることから、用地未
買収の区間について、現在価値での用地買収を行うため、土地価格評価や補償費の再算定を
行い、買収単価や補償費用を見直したことにより用地補償費が増額となった(０.５億円)

• 県道橋の架け替えにおいて、現道通行を確保しながらの施工とするため、仮設橋を増加したこと
に伴い、支障物件の追加が生じたことにより、これに伴う借地費及び支障物件の移転補償費が
増額となった(０.５億円)

事業費の構成

項目 当初計画 変更計画 増減額 主な理由

本工事費 １２．６ ２２．６ ＋１０．０ 軟弱地盤対策及び仮設計画の変更による増額

用地補償費 ３．７ ４．７ ＋１．０ 土地価格及び補償費用の見直しによる増額

測量試験費 ２．７ ２．７ ０

合計 １９．０ ３０．０ ＋１１．０

【単位：億円】

一級河川多々良川 様式６－２

◆平面図

橋梁架け替え費用の縮減［▲３．０億円のコスト縮減］

河川改修に伴い既存橋梁、樋管の統廃合を行い橋梁架け替えや樋管設置に伴
う工事費を３．０億円縮減した。（橋梁１４橋→１１橋、樋管２５基→１０基）

◆橋梁一般図

◆標準横断図

杭長Ｌ＝１５ｍ

杭長Ｌ＝４０ｍ

当初計画 変更後

支持地盤


